
新たな日本学術会議の評価について（未定稿）

【趣旨・目的】
○学術会議の活動・運営が、法律で定められた
ミッションと学術会議が作成する中期的な活
動の方針に沿って行われていることを国民に
説明する仕組みを整備。

※学術的な内容や価値を評価するものではない。

○各ステークホルダーや国民の理解の促進・信
頼の向上に資するため、国民との約束として
法定し、制度化する。

日本学術会議評価委員会（仮称）

案に対する意見聴取

案に対する意見

評価の基準の提示

【委員】
○主務大臣が任命

※運営助言委員会、選考助言委員会の視点も考慮しつ
つ、整合性も確保するため、両委員会の委員長がオ
ブザーバー参加

【所掌事務】
○ミッション及び中期的な活動の方針に基づく
学術会議の活動・運営の状況に関する評価

○学術会議が行う自己点検・評価の客観的かつ
厳格な実施を担保するための評価

○学術会議が中期的な活動の方針を策定する際
に意見を述べる

新たな日本学術会議
中期的な活動の方針

世界最高のナショナル・
アカデミーにふさわしい

ビジョンを示す
《中期的な活動の方針のイメージ》
１組織としての目標、重点的な取組
分野

２学術的助言、国際活動、ネット
ワーク、対話（目標、プロセス等）

３組織・運営
４財務
５活動・運営の見直し・改善

【最終年度】

資料７
総合政策推進室

※学術会議からの独立性を担保するため学術会議の外
部の機関として設置年度計画

※毎年度、業務執
行、組織及び運営
等の状況について、
自ら点検及び評価
を行う

アクションプラン？

年次活動報告

自己点検・評価（報告）

中期的な活動期間の自己評価（報告）

中期的な活動期間の評価

予算要求に
活用

ミッション・活動の方針
に沿っているか自己評価

【中期的な活動
期間の終了後】
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